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第 2、第 4 火曜日発刊 

〒101-0035 

東京都千代田区神田紺屋町 5 矢野ビル 4F 

電話：03-3526-4277  FAX：03-3526-4276 

担当：花村 

社会保険労務士事務所 

その他の詳細やご不明な点は弊社担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-427７ 

厚生労働省は長時間労働やサービス残業等の労働基準法等に関する問題を、電子メールで 

受け付ける窓口を開設しました。これまでも、労働基準法等の違反に関する問題は、 

労働基準監督署や都道府県労働局での電話や面談によって受け付けていましたが、加えて、 

メールによる通報も可能になりました。 

・匿名かつメールで通報できるという手軽さから通報が増える可能性も考えられます。 

トラブルが起きないよう、日ごろの労務管理が大切です。 

出典：労働新聞（11 月 7 日 第 2847 号） 

「労働基準情報メール窓口」の設置  

（厚生労働省ＨＰ内) 

      

●労働者やその家族から、会社の労働基準法等に 

関する問題について情報提供を受け付ける 

････平成２３年１１月１日開始 

●情報メール窓口の特徴● 

１．匿名による送信が可能 

２．個別の相談には応じない 

３．受け付ける内容は以下に限定される 

・労働基準法 

・最低賃金法 

・労働安全衛生法 

・作業環境測定法 

・賃金の支払の確保等に関する法律 

・家内労働法 

・じん肺法 

寄せられた情報は職場管轄の労働基準監督署へ 

提供する 

   

情報をもとに監督・指導を行っていく方針 


